
第 3回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第

日時 令和2年2月28日（金）

午後 5時～ 

場所 大会議室 

１ 県内での感染患者発生の状況                   資料 1 

２ 岐阜市の今後の方針について              資料 2

３ その他

【配布資料】

資料 1 新型コロナウイルス感染症対策本部本部員会議（第 3回） 

資料 2 新型コロナウイルス感染症に関する岐阜市の対応方針 

参考 1 席表 
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新型コロナウイルス感染症に関する岐阜市の対応方針（２月２８日時点） 

１ 幼稚園、市立学校等の対応 

（１）幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校（小学部・中学部・高等部） 

①臨時休業日期間   

   ・令和２年３ ２ （ ）  学年末及び学年始め休業日の前日 
②中学校及び特別支援学校高等部の卒業式 

   ・令和２年３月６日（金） 卒業式を１時間以内で実施。 
   ・参加者は、卒業生・保護者１名（生徒一人に保護者一人）及び教職員 
 （来賓及び在校生は参加させない。） 

   ・アルコール消毒液の設置・マスク着用、保護者席・児童生徒席の間隔を空ける等 
の対策を講じる。 

   ・卒業生の合唱、学級活動（学級お別れ会等）は実施しない。 
   ・卒業生及び保護者で体調不良である者については、参加を控えるよう要請 
   ・臨時休業日期間中に式の事前練習は行わない。 
   ・３月６日においては、公立高校入学者選抜の事前指導も可能な限り短時間で実施 

する。 
   ・原則、保護者同伴で登校し、保護者同伴で帰宅する。 

③幼稚園・小学校・特別支援学校小学部・特別支援学校中学部の卒業式 

   ・現段階では、各学校・園で計画していた日時に中学校の卒業式に準じて実施する 
予定（後日改めて通知予定） 
④ 今後の指導 

   ・２月２８日（金）に可能な限り、休業期間中の指導を行う。 
・臨時休業日期間中は、原則２週間に１度、家庭訪問等、各児童生徒と面談して指 
導・確認 

（２）市立岐阜商業高等学校 

・３月１日（日）の卒業式は、県立高等学校の対応に合わせて開催する。 

 （３）放課後児童クラブ 

   ・ 学校の臨時休業期間中（３ ２  ３ ２６ ）は例年の春休み同様の受け 
れを予定 

   ・土曜開設及び土曜児童クラブは実施しない。 

資料 2 
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（４） 保育所の対応 

   ・保育所は休園せず保育を実施するが、子ども等に感染者が発生した場合について 
は、厚生労働省からの「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が 
発生した場合の対応について（第二報）」（令和 2年 2月 25 日付け事務連絡）に従っ 
て対応する。 

   ・保育所の卒園式については幼稚園、小学校の卒業式の対応に準じて実施する予定 

 （５）市立女子短期大学、市立薬科大学 

   ・卒業式、入学式への対応について、県が示した「今後の方針」（７）県立学校行事 
等に則って対応をする。 

   ※県「今後の方針」（７）県立学校行事等 
生徒等に感染が発生していない場合には、文部科学省通知に基づく感染拡大防止 
措置や参加人数を抑えるなどの開催方式の工夫を実施した上で、開催 

２ 医療体制の整備 

（１）相談体制の拡充 

   ・２月２８日（金）から、保健所地域保健課の一般電話相談窓口の受付終了時間を 
延 
（現行 平日９時から１７時まで → 変更 土日含む９時から２１時まで） 

（２）検査体制の拡充 

   ・衛生試験所において検査体制を拡充し１日あたり最大４０検体（現行２０検体）
の PCR検査を可能にする。（２月２８日付け人事異動により２名増） 

３ 経済的な支援 

（１）情報周知 

   ・２月６日から、新型コロナウイスの流行により企業活動に影響のある中小企業 
者等を対象に、市ホームページにおいて、市の融資制度の案内及び市内相談窓口の 
周知 
・２月２８日商工会議所に周知を依頼 
・３月１５日号の広報ぎふで周知 
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（２）岐阜市中小企業融資制度の要件を緩和 

・適用開始日：令和 2年 2月 20 日（木） 
・資金名：経営環境変動対策資金 

  ・改正内容：「感染症法における「指定感染症」 は市 が特に対応が必要と認めた疾
病等による影響で、最近１か月の売上高が前年同月比で３％以上減少し、
かつ、その後２か月を含めた３か月の平均も前年同期比で３％以上減少
することが見込まれること。」を融資対象者として追加 

  （現行：最近 3か月間の売上高（又は売上総利益）が前年同月比５％以上減少してい 
ること） 

４ 時差出勤、テレワーク（在宅勤務）等の実施 

（１）時差出勤の実施 

   ・公共交通による通勤者の時差出勤を推奨 

（２）テレワーク（在宅勤務）の実施 

   ・在宅勤務、サテライトオフィスの実施するため、希望職員について照会中 

（３）出張・イベント等への参加自粛 

   ・不要不急の出張及び会議は、原則控え、公私問わずイベント等への参加を自粛 

５ 外国人居住者に対する情報提供 

   ・新型コロナウイルスに関する情報を岐阜市国際交流協会のHP、SNS等に掲出、 
岐阜市国際課HP（公財）に掲出準備中 
・新型コロナウイルスに関する情報をぎふメディアコスモスの多文化交流プラザに 
掲示
・外国 市 会議委員等を通じ、外国 コミュニティに、新型コロナウイルスに関
する情報が掲出されたサイトの情報を伝達するよう準備中 
・各課の依頼に応じ、新型コロナウイルスに関する情報の多言語化を支援 
（市 病院など）
・各課と連携し、外国人居住者への情報提供の促進を図る（教育委員会など） 

６ 市有施設 

（１）キャンセルに伴う使用料の返還方針 

   ・新型コロナウイルス感染症を理由に自粛したイベント等に関する施設の使用料に 
ついては、使用料を徴収しない。対象期間：令和２年２月２６日（水）～３月１５日（日）
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（２）開館状況 

   ・施設入場者の感染拡大を防止するため、混雑時には入場制限等を実施する。 
（岐阜城、うかいミュージアム、大河ドラマ館） 

８ 県との連携 

消防本部 

・新型コロナウイルス感染症患者の移送について、エボラ出血熱患者等の移送に 
かかる取り決め事項（平成 27年 2月 3日 決裁）に準じて覚書を締結する予定 

   ・岐阜市保健所と 24時間連絡体制を確保 

９ イベント 

  ・第２回岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において一部改正 

１０ その他の対応 

 （１）公営企業 

上下水道事業部 

   ・2 月 26 日、上下水道事業部新型コロナウイルス感染症対策本部を設置 
市民病院 

   ・2 月 21 日、新型コロナウイルス対策本部を設置 

（２）市長公室 

   ・広報ぎふ 3/15 号の表紙は「感染予防にかかる注意喚起」、裏表紙は「イベントの 
中止・延期状況一覧」を掲載予定 

（３）工事検査室 

・２月２７日に、施工中の工事受注者に対して以下を要請 
現場での感染予防対策の徹底と作業従事者の健康管理 
感染が判明した場合の速やかな報告等の適切措置 

（４）財政部 

   市・県民税の申告期限の延長 

   ・国が所得税の申告期限を 4月 16  （ ）まで延 することに伴い、個 市・県 
税の申告期限も同様に延 する。
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